
健 発 １ ２ １ ５ 第 ６ 号 

平成２７年１２月１５日 

 

    

   

各 都道府県知事 殿 

   

 

                     

厚生労働省健康局長    

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

 

調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針を定める件について 

（通知） 

 

 

  がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律第 111 号）附則第２条第１項の規定

に基づき、調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針を定める件（平成 27

年厚生労働省告示第 471 号）が別添１のとおり本日公布され、平成 28 年１月１日から

適用されるところであるので、御了知いただきたい。 

なお、別添２のとおり、別記宛て通知していることを申し添える。 
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健 発 １ ２ １ ５ 第 ７ 号 

平成２７年１２月１５日 

 

    

関係各独立行政法人の長 

関係各国立研究開発法人の長   殿 

各 関 係 団 体 の 長 

 

                     

厚生労働省健康局長    

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

 

調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針を定める件について 

（通知） 

 

 

  がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律第 111 号）附則第２条第１項の規定

に基づき、調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針を定める件（平成 27

年厚生労働省告示第 471 号）が別添のとおり本日公布され、平成 28 年１月１日から適

用されるところです。 

つきましては、貴機関内への周知について、特段の御配慮方よろしくお願いいたしま

す。 
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（別記関係団体・機関の長）

1 公益社団法人　日本医師会 会長 

2 公益社団法人　日本看護協会 会長 

3 公益社団法人 日本助産師会 会長

4 公益社団法人　歯科衛生士会 会長

5 公益社団法人　日本歯科技工士会 会長

6 一般社団法人　日本病院薬剤師会　会長

7 公益社団法人　日本診療放射線技師会 会長

8 公益社団法人　日本臨床工学技士会 会長

9 一般社団法人 日本病院会 会長 

10 公益社団法人 全日本病院協会 会長 

11 一般社団法人 日本医療法人協会 会長

12 公益社団法人 日本精神科病院協会 会長

13 公益社団法人 全国自治体病院協議会 会長 

14 公益社団法人　日本歯科医師会 会長 

15 公益社団法人　日本薬剤師会 会長 

16 日本医学会 会長 

17 日本歯科医学会 会長 

18 日本赤十字社　社長

19 社会福祉法人恩賜財団済生会　会長

20 独立行政法人労働者健康福祉機構　理事長

21 独立行政法人医薬品医療機器総合機構　理事長

22 独立行政法人国立病院機構　理事長

23 独立行政法人地域医療機能推進機構　理事長

24 国立研究開発法人 医薬基盤研究所　所長

25 国立研究開発法人　国立がん研究センター　理事長

26 全国がん（成人病）センター協議会

27 国立循環器病研究センター　理事長

28 国立精神・神経研究センター　理事長

29 国立国際医療研究センター　理事長

30 国立成育医療研究センター　理事長

31 国立長寿医療研究センター　理事長
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